
物 品 売 買 契 約 書


発注者と受注者は、次の条項によって、物品の売買について契約を締結する。

（契約物品の名称等）
第１条　受注者が発注者に売り渡す物品の品名、規格、数量及び契約金額は、次のとおりとする。
(1) 品名、規格、数量　 末尾記載のとおり
(2) 契 約 金 額　　　　金　　　　　　　　　　円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税)　金　　　　　　　　円
（納入期限及び場所）
第２条　受注者は前条の物品を令和　　年　　月　　日までに次の場所において発注者に納入するものとする。
納入場所　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　
（契約保証金）
第３条　発注者は、受注者が納付すべき契約保証金を免除する。
（納入通知及び検査）
第４条　受注者は、物品を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知し、発注者の指定した検査を受けるものとする。
（代金の支払い）
第５条　発注者は、前条の検査を完了し、物品の納入を受けたときは、受注者の請求により代金を支払うものとし、受注者の適法な支払請求書を受理した日から起算して３０日以内に代金を支払うものとする。
（納入期限の延期）
第６条　受注者は、天災その他受注者の責めに帰することができない理由により、第２条に規定する期限までに物品の納入ができないときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して、発注者に届け出なければならない。
（契約の変更）
第７条　発注者が、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができるものとする。
（契約義務の譲渡）
第８条　受注者は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
（遅滞違約金）
第９条　受注者の責めに帰する理由により第２条の納入期限までに物品を納入しない場合は、受注者は発注者に対して遅滞違約金を支払うものとする。
２　前項の遅滞違約金の額は、納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ未納部分の契約金額相当額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日の割合とする。）を乗じて計算した額とする。
（発注者の契約解除権）
第10条　発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 受注者の責めに帰する理由により第２条の納入期限後の相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。
(2) 契約の履行について受注者に不正の行為があったとき。
(3) 前２号に掲げるもののほか受注者がこの契約事項に違反したとき。
（違約金）
第11条　この契約が次の各号のいずれかにより解除された場合、受注者は解除した契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者に支払うものとする。
(1) 前条の規定により契約を解除したとき。
(2) 次のいずれかに掲げる者がこの契約を解除したとき。
ア　受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75 号）の規定により選任された破産管財人
イ　受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154 号）の規定により選任された管財人
ウ　受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225 号）の規定により選任された再生債務者等
（受注者の契約解除権）
第12条　受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができるものとする。
(1) 第７条の規定により、契約の内容の変更があったため契約金額が３分の２以上減少したとき。
(2) 第７条の規定により、契約履行の中止期間が６ヶ月以上に達したとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
（危険負担）
第13条　検査を完了し、納入するまでの間に発生した物品の損害は、受注者の負担とする。
（契約不適合責任）
第14条　受注者は納入した物品に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）がある場合は、当該契約不適合を補修し、又は発注者の指示に従い契約不適合がある物品を交換し、若しくは当該契約不適合によって生じた損害を賠償するものとする。
２　前項の規定において、受注者が交換又は補修に応じる期間は、発注者が物品を受領した後１年間とする。
（変更の届出）
第15条　受注者は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって発注者に届出なければならない。
２　前項の届出を怠ったため、発注者からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが到達したものとみなす。
（契約の費用）
第16条　この契約の締結に要する費用及び入札又は見積条件で発注者が負担する旨を提示した以外の費用は、受注者の負担とする。
（裁判管轄）
第17条　この契約について訴訟等を行う場合は、壬生町を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所とする。
（疑義等の決定）
第18条　この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。



　この契約の締結を証するため本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ
各自１通を保有するものとする。





令和　　年　　月　　日

所在地　栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地１
発　注　者　　　　　壬 生 町
[bookmark: _GoBack]代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞




所在地　
受　注　者　商号又は名称　
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　品名、規格、数量等の表示

	品　　　名
	規　　　格
	単位
	数 量
	備　考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



